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発：総務部輸出管理Ｇｒ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　下窄(しもさこ)）
件；　経済省発行｢外国ユーザーリスト｣改訂連絡

２００２年に導入された安全保障貿易管理にかかわるキャッチオール規制に対応いただいきありがとうございます。２００３年４月に改訂され　すでにお知らせしました「経済産業省が提供する懸念者リスト」いわゆる（外国ユーザーリスト/正式英文名End User List）」が本年３月３０日付けで更に改訂されました。添付のとおり連絡いたします。

１．外国ユーザー・リストの主な変更点

今回拡充された「外国ユーザー・リスト」（添付１）の主な変更点は以下のとおりです。

（ １）掲載数の増加

１２９件⇒１６０件　

内訳は以下のとおりです。

	国名
	件数

	イスラエル
	５件

	イラン
	３５件

	インド
	３９件

	北朝鮮
	３３件 

	シリア
	４件

	台湾
	１件

	中華人民共和国
	１４件 

	パキスタン
	２５件 

	リビア
	２件 

	アフガニスタン
	１件

	アフガニスタン／パキスタン
	１件


（２）ＹＡと関連する主な掲載企業等

輸出管理票による取引審査実績によれば、主な関連掲載企業等は以下のとおりです。

イラン

① Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)

《関与が懸念される大量破壊兵器：生物、化学、核》
② Kala Naft Co.

《関与が懸念される大量破壊兵器：生物、化学、ミサイル》
（National Iranian Oil Company (NIOC)の関連会社で、調達機関）
③Petrochemical Commercial Company (PCC) 
　National Petroleum Company

《関与が懸念される大量破壊兵器：化学》

（National Petrochemical Company (NPC)の別名として掲載） 

④Zakaria Razi Chemical Company (ZRCC)

(Razi Petrochemical Company (RPC) )

《関与が懸念される大量破壊兵器：化学、ミサイル、核》

⑤ Tabriz Petrochemical Company 

《関与が懸念される大量破壊兵器：化学》

インド

⑥ Southern Petrochemical Industries Corporation (SPIC) 

《関与が懸念される大量破壊兵器：、核》

パキスタン

⑦ Chasma Nuclear Power Plant (CHASNUPP) 

《関与が懸念される大量破壊兵器：核》

台湾

⑧ Chung Shan Institute of Science and Technology (CSIST) 

《関与が懸念される大量破壊兵器：ミサイル》

２．当該リストの取り扱いについて

本件につきましては首記関連文書にて　すでに協力をお願いしておりますが、あらためてお知らせします。

（1）一般事項
当該リストは一部、通常表記とスペルが異なるものもあります。従いましてPDF file

でお届けしますが、ご使用いただくにあたっては、パソコンの検索機能を用いず、必ず目視でこれを行ってください。

（2）当該リスト掲載企業又は疑わしい企業からの引合に際して
当該リスト掲載企業又は疑わしい企業からの引合を受けた場合にあっては、以下の措置を講じて下さい。
①速やかに;ＹＡ販売部署へ連絡してください。この際、当該企業の正式社名、所在地、事業内容など確認できる会社案内等の客観的資料を取得の上、提出して下さい。特に名称が似通っているなどリスト掲載企業か否かにつき、判断ができない場合には客観的資料をもって経済産業省に事前相談する必要がでてきます。
②当該企業と取引を進めるかについては、ＹＡ販売部署と輸出管理部署との協議、経済産業省への事前相談、輸出管理責任者の最終判断を経てこれを行うことになります。

その結果、取引を進めると判断された場合には契約書に政府許可条項（当該契約は日本国政府の許可後に発効する旨）を必ず付記ください。
政府許可条項(標準文言)
The commodity in this contract shall be delivered after receipt of an official

Export License from Japanese（and／or U.S.A.）government．
Yamatake shall not be responsible for any damages if Yamatake could not

Obtain the said Export License．

（3）ストック販売やＹＡが関与しない取引に関して
引合を受けた際、当該リスト掲載企業か否かの確認を必ず実施してください。掲載企業である場合は、貴社作成のコンプライアンス　プログラムに従い、取引を禁止いただきたくお願い致します。また、掲載企業であるかどうか疑わしい場合には、上記（2）と同様に会社案内等の客観的資料を取得の上、ＹＡ／ＩＢＱ輸出審査Ｇｒへ提出、ご相談下さい。
以上、ご協力賜りたく宜しくお願い申し上げます。
以上
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